
○和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所等補助金交付要綱

平成２７年６月８日

告示第１１８号

改正 平成２７年１２月２８日告示第２５１号

平成３１年３月２９日告示第７２号

令和元年１０月１日告示第２０３号

令和２年３月２３日告示第６８号

（趣旨）

第１条 この告示は、市内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所並びに幼稚園

（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。次条において「法」という。）第

３０条の１１第１項第２号の幼稚園をいう。以下同じ。）における良好な保育環境の確

保と当該施設の安定した運営を図るため、予算の範囲内において和光市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業所等補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

関し、必要な事項を定めるものとする。

２ 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則（昭和３８年規則第８

号）に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

（定義）

第２条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、国、都道府県及び市町村以外の者で、

市内に特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業所又は幼稚園を設置し、当該特

定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業所又は幼稚園において特定教育・保育若

しくは特定地域型保育事業又は教育を行うものとする。

（補助対象事業等）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、経費（以下

「補助対象経費」という。）及び施設（以下「補助対象施設」という。）並びに補助金

の基準額は、別表に定めるところによる。

（補助金の交付申請）



第５条 補助金の交付を受けようとする者は、和光市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業所等補助金交付申請書（様式第１号）に補助対象事業の実施計画書その他必要

な書類を添えて市長に申請しなければならない。

２ 前項の規定による申請（以下「交付申請」という。）は、補助金の交付を受けようと

する年度の５月末日までに行わなければならない。ただし、年度内に新たに設置された

特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所又は幼稚園に係る交付申請は、当該施設

の設置後３０日以内に行わなければならない。

（補助金の交付決定）

第６条 市長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決

定したときは、和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所等補助金交付（不

交付）決定通知書（様式第２号）により、当該交付申請をした者に通知するものとする。

（変更の承認）

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、交付申請の内容（軽微なものを除く。）に変更が生じたときは、和光市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業所等補助金交付申請事項変更承認申請書（様式第３号）

に変更事項を証する書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めると

きは、和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所等補助金交付申請事項変更

承認通知書（様式第４号）により当該申請をした者に通知するものとする。

（中止の届出）

第８条 交付決定者は、補助対象事業の実施を中止したときは、速やかにその旨を和光市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所等補助金補助対象事業中止届出書（様式

第５号）により市長に届け出なければならない。

（補助金の請求）

第９条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して３０日以内の日又は補助

金の交付決定を受けた年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、和光市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業所等補助金請求書（様式第６号）に補助対象事

業の実績報告書その他必要な書類を添えて市長に補助金を請求しなければならない。

（補助金の交付）



第１０条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認

めたときは、和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所等補助金交付額確定

通知書（様式第７号。以下「確定通知書」という。）により当該請求をした者に通知す

るとともに、補助金を交付するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、第６条の規定により補助

金の交付を決定した補助対象事業の開始前に補助金の全部又は一部を概算払により交付

することができる。

３ 前項の規定により概算払で補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了した日か

ら起算して３０日以内の日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の４月１０日の

いずれか早い日までに、和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所等補助金

精算書（兼請求書）（様式第８号。以下「精算書」という。）に補助対象事業の実績報

告書その他必要な書類を添えて市長に提出し、当該補助金を精算しなければならない。

４ 市長は、精算書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、確

定通知書により当該請求をした者に通知するものとする。この場合において、概算払に

より交付した補助金の額と確定した補助金の額とに過不足額があるときは、当該過不足

額を調整するものとする。

（書類の整備）

第１１条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿を

備え、かつ、当該収支等についての書類を整備保管しておかなければならない。

２ 前項の帳簿及び書類は、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度か

ら５年間保管しなければならない。

（交付決定の取消し等）

第１２条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１） 第８条の規定による届出をしたとき。

（２） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

（３） この告示に違反したとき。

２ 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取

り消されたときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

（その他）



第１３条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。

（和光市民間保育所補助金交付要綱の廃止）

２ 和光市民間保育所補助金交付要綱（平成１５年告示第６４号）は、廃止する。

（平成２７年度における交付申請の特例）

３ 平成２７年度における第５条第２項の規定の適用については、同項中「５月末日まで」

とあるのは「１月末日まで」とする。

附 則（平成２７年告示第２５１号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成３１年告示第７２号）

（施行期日）

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所補助金交付要綱の規定

は、平成３１年４月１日以後に行われる補助対象事業から適用し、同日前に行われた補

助対象事業については、なお従前の例による。

附 則（令和元年告示第２０３号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日（以下「公布日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所等補助金交付要綱の規

定は、公布日以後に行われる補助対象事業から適用し、同日前に行われた補助対象事業

については、なお従前の例による。

附 則（令和２年告示第６８号）

この告示は、公布の日から施行し、令和２年１月１６日から適用する。

別表（第４条関係）

補助対象

事業

補助対象経費 補助対象施設 補助金の基準額（月額）



建物賃借

料補助事

業

施設の賃借に要する

経費

保育所 補助対象経費の額から公定価格賃借料加

算額を減じた額に２分の１を乗じて得た

額又は２５０，０００円のいずれか少ない

額

保育士人

材確保促

進事業

保育士の人材育成、

産休、病休、連携施

設の代替保育士派遣

その他保育士の確保

に要する経費

保育所 次の各号に掲げる定員の区分に応じ、当該

各号に掲げる保育士の数を限度に、保育士

１人当たり、補助対象経費の額又は２０

０，０００円のいずれか少ない額

(１) ２０名以上９０人未満 １人

(２) ９０人以上 ２人

常勤保育士の雇用の

促進に要する経費

保育所及び小

規模保育事業

所

常勤保育士１人当たり、補助対象経費の額

又は１０，０００円のいずれか少ない額

保育環境

整備補助

事業

保育教材及び器具、

子どもの発育、健康

維持、衛生管理、安

全確保等、子どもの

保育環境の充実を図

る設備整備に要する

経費

保育所 補助対象経費の額又は入所子どもの数に、

次の各号に掲げる入所子どもの年齢の区

分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を

乗じて得た額の合計額のいずれか少ない

額

(１) ０歳から２歳まで ３，０００円

(２) ３歳以上 ３，５００円

小規模保育事

業所及び事業

所内保育事業

所

補助対象経費の額又は０歳から２歳まで

の入所子どもの数に１，８００円を乗じて

得た額のいずれか少ない額

低

年

齢

児

保

育

１歳

児担

当保

育士

雇用

事業

１歳児担当保育士等

の雇用に要する経費

保育所 補助対象経費の額から当該１歳児担当保

育士等の公定価格における人件費の額に

相当する額を控除して得た額又は１歳児

に該当する入所子どもの数に２０，０００

円を乗じて得た額のいずれか少ない額



促

進

事

業

乳児

途中

入所

促進

事業

乳児担当保育士等の

雇用に要する経費

保育所 補助対象経費の額から当該乳児担当保育

士等の公定価格における人件費の額に相

当する額を控除して得た額又は未充足乳

児数に８０，０００円を乗じて得た額のい

ずれか少ない額

障害児保

育事業

障害児保育担当保育

士等の雇用に要する

経費

保育所 障害児保育担当保育士等１人当たり、２０

０，０００円から公定価格の療育支援加算

の額を減じて得た額又は補助対象経費の

額のいずれか少ない額

小規模保育事

業所及び事業

所内保育事業

所

障害児保育担当保育士等１人当たり、２０

０，０００円から公定価格の障害児保育加

算の額を減じて得た額又は補助対象経費

の額のいずれか少ない額

アレルギ

ー等対応

特別給食

提供事業

アレルギー等に対応

した給食の提供に要

する経費のうち、特

別給食提供調理員の

加配に要する経費

保育所 特別給食提供調理員１人当たり、補助対象

経費の額又は５０，０００円のいずれか少

ない額

小規模保育事

業所及び事業

所内保育事業

所

２５，０００円

保育体制

強化事業

保育支援者の雇用に

要する経費

保育所 国が定める「保育対策総合支援事業費補助

金交付要綱」の別表に定める額

子ども・子

育て支援

事業

地域子ども・子育て

支援事業のうち、実

費徴収に係る補足給

付を行う事業に要す

る経費

幼稚園 国が定める「子ども・子育て支援交付金交

付要綱」に定める額

地域子ども・子育て

支援事業のうち、延

長保育事業、一時預

保育所、小規模

保育事業所及

び事業所内保



備考

１ 「公定価格」とは、特定教育・保育及び特定地域型保育事業に通常要する費用の

額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。

２ 「常勤保育士」とは、１日につき６時間以上、かつ１月につき２０日以上継続し

て雇用されている保育士をいう。

３ 「入所子ども」とは、月の初日に保育所、小規模保育事業所又は事業所内保育事

業所を利用している支給認定子どもをいう。

４ 乳児途中入所促進事業は、４月、５月及び６月を対象月とし、当該事業における

補助金の額は、年額８８２，０００円を限度とする。

５ 「乳児」とは、入所子どものうち子ども・子育て支援法第１９条第１項第３号に

該当するものをいう。

６ 「未充足乳児数」とは、前年度３月１日の乳児の数から対象月の乳児の数を減じ

て得た数をいう。ただし、対象月における乳児担当保育士等の数から公定価格の対

象となる乳児担当保育士等の数を減じて得た数に３を乗じて得た数を限度とする。

７ 「障害児」とは、入所子どものうち児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

４条第２項に規定する障害児に該当するもの（当該障害児に準ずるものとして市長

が認めるものを含む。）をいう。

８ 特別給食提供事業は、入所子どものうち、２人以上の子どもがアレルギー等に対

応した給食を必要とする場合に限る。

９ 事業所内保育事業所における補助対象経費のうち、当該事業所内保育事業所を設

置する事業者が雇用する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る経費は、除

くものとする。

かり事業及び病児保

育事業に要する経費

育事業所

保育環境

改善等事

業

保育環境改善等事業

の環境改善事業（安

全対策事業）のうち、

新型コロナウイルス

感染症対策に要する

経費

保育所、小規模

保育事業所及

び事業所内保

育事業所

国が定める「保育対策総合支援事業費補助

金交付要綱」に定める額





















様式第１号（第５条関係）

様式第２号（第６条関係）

様式第３号（第７条関係）

様式第４号（第７条関係）

様式第５号（第８条関係）

様式第６号（第９条関係）

様式第７号（第１０条関係）

様式第８号（第１０条関係）


